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家畜共済小委員会 報告概要（案）

家畜共済に係る薬価基準に関する事項

諮問事項

家畜共済診療点数表付表薬価基準表に収載できる医薬品の基準及び価格の

算定方法並びに収載する医薬品の考え方について

１．家畜共済小委員会における審議結果について

（１）家畜共済小委員会（開催日時：平成２２年２月１０日、座長：田口専

門委員）では、諮問事項に係る調査審議を行い、家畜共済診療点数表付

表薬価基準表に収載できる医薬品の基準及び価格の算定方法並びに収載

する医薬品について、資料６－１のとおりとすることで小委員会の結論

を得た。

（２）また、価格の算定及び医薬品の収載に当たっての留意事項として

① 実際に薬価を算定するに当たって、包装単位が複数ある医薬品は、

医薬品購入実態調査で最も購入箇所数の多い包装単位によること、ま

た、成分が同一で規格・単位が複数ある医薬品の薬価については、規

格・単位間で薬価の不均衡が生じないように是正すること

② 製造販売中止等の理由により収載されなくなる医薬品のうち、診療

施設においていまだ在庫があり、また、在庫があれば給付されること

が適当であると考えられる医薬品について、「３ 収載する医薬品」

の１～４に加え、薬価基準表に「第５その他」の項目を設けて収載し、

平成２２年６月３０日までに限って適用すること

③ 薬価基準表に収載する医薬品について、製造販売承認の承継又は会

社の合併等により製造販売会社名が変更になった場合にも、同一医薬

品であれば薬価基準表の価額によって算定すること

を確認した。

資料８



２．その他（参考）

（１）収載希望のあった医薬品のうち、イベルメクチン製剤（注射薬及び外

用薬）、プロピオン酸カルシウム等を成分とするペースト状内用薬及び

プロゲステロン製剤（腟内挿入薬）については、疾病予防薬及び寄生虫

駆除薬に該当すること、畜主自らの応用を常態とすることから不収載と

した。

（２）これまで収載されていた（局）マーキュロクロム及び（局）マーキュ

ロクロム液について、使用実態等を総合的に評価し不収載とした。

（３）その結果、収載を妥当とするものは次のとおり。

注 射 薬 ４２９ 品目

内 用 薬 １６０ 品目

外 用 薬 ７３ 品目

注入・挿入薬 ４０ 品目

合 計 ７０２ 品目
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